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大切なご家族のため、また何より、ご自身の人生
を充実させるため、お役に立てる情報をお届けい
たします。終活・相続に詳しい豊前の弁護士とい
えば西村だ！と思い出していただけるよう頑張り
ます！ 

　一気に暑くなってまいりましたね。少しでも自然の涼しさを、と
思い、みやこ町の川とダムに行ってきました！
　ダムを間近で見るのは久しぶりで、息子たちの記憶の中では初め
てのようです。そのため、ダムのスケールに大喜びの息子たち。
　この水がどこから来て、今は貯めていて、どんなときにどこへ行
くのか、壮大なダムを見ながら話をしました。
　蛇口をひねれば当たり前のように水はでますが、その恩恵の裏に
は先人たちの知恵と努力と技術が詰まっているのですよね。本当に
ありがたい限りです。
　これからも目まぐるしく便利になっていく世の
中ですが、ぜひその時代を生きた方々の気持ちに
想いを馳せる大切さを伝えていこうと思います。
　かく言う私たちも、もう充分便利になって生ま
れた世代です。終活をとおして出会うみなさまか
ら、たくさんのことを教えていただいています。
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　たとえば、あなたが相続した額が、他のきょうだいよりも大幅に
少なかったとしたら。
　「ありがたいなぁ」と思いますか。「なぜ、あいつの方が多くもら
っているんだ！許せない！」と思いますか。
　今回は、そんな相続にまつわる心について取り上げた本を紹介い
たします。著者は藤田耕司先生。「数字と心理の両方の専門家」とし
てご活躍されています。

　「アタマ」と「こころ」
　本書ではものごとの捉え方の観点を「アタマ」と
「こころ」という２つの表現で説明されています。
　「アタマ」は合理的か、論理的か、きちんとした理
由があるかどうかで判断する。「こころ」は、好きか
嫌いか、いい感じか悪い感じか、その結果生じたの
はプラスの感情かマイナスの感情かといった点で判
断をするそうです。
　当然、「アタマ」と「こころ」の両方が納得すればGOサインが出
て人は動くのですが、その２つは互いに影響し合うといいます。そ
して最終的には「こころ」が納得しなければ動かない。
　よく、私たちは終活のなかで「遺言書やエンディングノートを書
くことも大事ですが、何より、想いを伝えましょう！」とお話して
います。これも、本当に伝えたいのは「こころ」の部分だからと解
釈できますね。場合によっては合理的でない意思（「アタマ」が納得
しないこと）を伝える必要が出てくる場面もありますので、なおさ
ら「こころ」を伝えることは大切です。
　終活だけでなく、日常のなかでも「アタマ」と「こころ」という
視点は役に立ちそうですね。また、ご自身を主語にしたときと、相
手を主語にしたときで考えると、新しい発見もありそうです。

　この本は、７月の終活お話会にも持参します。みなさまと感想を
語り合えることを楽しみにしております。

レビュー 【もめないための相続心理学】



終活に関する名言・格言いろいろ ～ 9～
　　　　　　黒柳徹子さん（1933 年 8月 9日～　）
　日本でテレビ放送が開始されたその日からテレビ出演をしている
黒柳さん。みなさまの最初の出会いはいつでしたでしょうか。
　冠番組の『徹子の部屋』では、「同一司会者によるトーク番組の
最多放送世界記録保持者」としてギネス世界記録に認定され、現在
も記録更新中だそうです。
　幼少期を描いた「窓際のトットちゃん」も有名ですね。2023 年
には、映画化もされました。今回はそんな黒柳さんの名言をご紹介
します。

  　長く生きられたらね、長く生きた者の務めがあると思うの。
　　　　　明るいとか、やさしいとか、何かなきゃね　

             　　　　　『私、これじゃなきゃダメなの』と
　　　　　　決め込んだりしないことが大切ね。
　　　いくつになっても変われる可能性があると思うと、
　　　　　　　　　ワクワクするじゃない。

　　　老人とは、気分が動かなくなった人のことを言う。
　　　次々と何かをしたいという気持ちでいられる人は、
　　　　いくつになっても、たとえ体が動かなくても
　　　　　　「老人」と呼ばなくていいですよね。
　　
　黒柳さんならではの、とても愛らしくて素敵な言葉ばかりですね。
　大変な時代、大変な世界を生きて来られたのに、こんなに愛情深
い言葉が出てくるのは、本当に素晴らしいと思います。
　こうして黒柳さんの言葉に触れたことで、私もなんだかワクワク
してきました。
　みなさまのお好きな方や名言がありましたら、ぜひ教えてくださ
い！楽しみにお待ちしております。



 　築上信也さん（62歳）は、先月亡くなった父について、相続放棄
をしました。父とは離れて暮らしており、母は 5年前に亡くなってい
ます。信也さんの他に相続人（信也さんのきょうだい）は
いるのですが、全員が相続放棄をしているので、だれも相
続をする人はいません。
　ただ、気がかりなのが実家の片付けです。父が入院する
までは、毎月会いに行ったついでに片付けや草むしりをし
ていましたが、これから荒れていくのを放置しておいてよ
いものか悩んでいます。雑草が近所迷惑にならないか、と
いう心配もあります。
　相続放棄をしても、実家を片付けてよいのでしょうか？

　何を片付けるかによる
　そもそも相続放棄とは、「裁判所で手続をすることで初めから相続す
る地位がないことを確定させるための手続」です。
　片付けをしてはいけないわけではないのですが、扱うものが「財産」
にあたるかどうかは、注意が必要です。
　預貯金や高価な貴金属は「財産」にあたるイメージがしやすいですね。
こういったものを処分してしまうと、せっかく相続放棄をしたのに単
純承認をしたと見なされてしまいます。つまり、すべての財産を相続
したということです。
　対して、金銭価値の無いものを処分あるいは形見分けをしたり、草
むしりなど現状維持のための片付けをであれば、認められるケースも
　　　　　　　あります。
　　　　　　　いずれにしても、相続放棄を考えているが実家を片付
　　　　　　　けなければ…とお思いの方は、ぜひ一度弁護士へご相
　　　　　　　談なさることをおすすめします。　
　　　　　　　　また、ご存知のように相続放棄の手続きをするには
　　　　　　　期限がありますので、その点もご注意ください。

こんなときどうする？ ～相続放棄のあとは？～



エンディングノートの意義と活用術 ～ 1１～

 　毎月開催している「終活お話会」では、エンディングノートの１ペ
ージを一緒に書きましょう！というワークを行っています。　
　無料で、２つ穴ファイルをプレゼントしていますので、１ページず
つ書き溜めていただくと、エンディングノート（ファイル）ができあ
がる、という仕組みにしております。
　最近は書店でも様々なエンディングノートが並んでいますが、やは
り一冊まるまる書き上げるのはなかなかの労力が要ります。
　そこで、１ページずつ一緒に出会っていくことで、ひとつひとつの
視点ごとに人生と向き合っていく機会になるのでは、という趣旨です。
　よろしければ、ここで少し書き込んでみませんか？
　テーマは、「もう一度会いたいあの人」です (*^^*)

　〈１人目〉

　◆氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　◆連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　◆思い出：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　　　　   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　〈２人目〉

　◆氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　◆連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　◆思い出：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　　　　   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　ありがとうございました！
　ぜひ、これをきっかけにご連絡をとってみてはいかがでしょうか。よ
い再会となりますことをお祈りしております。
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次回の終活お話会は…
●語り合うテーマ：すべての世代に！デジタル終活
●ミニセミナーテーマ：リクエストにお答えします！
●エンディングノートを書いてみるワーク
• 7 月 19 日（土）14：30 ～ 16：30
• 豊前市総合福祉センター　視聴覚室
• ご参加無料　／　ご予約不要　　　　お問い合わせ：080-3948-9102（西村愛）

　あたたかい雰囲気で、毎回異なるテーマに合わせて終活と向き合っていきます。
　毎回弁護士が参加しますので、「こういうのは法的にどうなの？」「こうしようと
思うけど、揉める可能性は高い？」など、ちょっと疑問に思ったことを気軽にお尋
ねいただけます！
　ただ、終活では、人生のこと・人間のことに触れ
ていきます。そのため、「こういう決まりがある」
というだけでは、解決しないこともあるでしょう。
　あるいは他のご参加者様のお話から、意外な気づ
きが得られるかもしれません。

お知らせ

音信不通の家族、どうする？
もし認知症になったら？

まさか揉めたりしないよね？

遺言書って必要？

親の話に納得できない

遠くの両親が心配…

あの人には渡したくない

秘密にしていることがある

相続専門ホームページ

こんな終活のモヤモヤ、わたしたちと語り合いませんか？

毎月開催します !


